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一
、
釈
読

本
稿
は
、
『
上
海
博
物
館
蔵
戦
国
楚
竹
書
（
六
）
』
（
馬
承
源
主

編
、
上
海
古
籍
出
版
社
、
二

0
0
七
年
七
月
。
以
下
、
上
博
楚
簡

と
称
す
）
（
注
l
)

所
収
の
『
申
公
臣
霊
王
』
を
取
り
上
げ
、
文
献
全

体
を
釈
読
し
た
上
で
、
そ
の
全
体
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で

あ
る
。ま

ず
、
本
篇
の
書
誌
情
報
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

「
釈
文
考
釈
」
（
以
下
、
原
釈
文
）
の
担
当
者
は
、
陳
侃
芥
氏
で

あ
る
。
『
申
公
臣
霊
王
』
は
『
荘
王
既
成
』
と
の
合
篇
で
あ
り
、
竹

簡
は
全
九
簡
、
前
篇
『
荘
王
既
成
』
の
末
尾
句
と
後
篇
『
申
公
臣

霊
王
』
の
冒
頭
句
は
第
四
簡
に
あ
り
、
墨
釘
に
よ
っ
て
分
割
さ
れ

て
い
る
。
全
て
完
簡
。
簡
長
は
三
十
三
．
一

S
三
十
三
．
八
Cmo

編
綾
は
両
道
。
右
契
口
。
簡
端
は
平
斉
。
図
示
す
る
と
次
の
よ
う

上
博
楚
簡

中
国
研
究
集
刊
玉
号
（
総
五
十
号
）
平
成
二
十
二
年
一
月

『
申
公
臣
霊
王
』

の
全
体
構
造

ハ
九
ー
ニ
七
九
頁

篇
題
は
な
く
、
内
容
に
よ
っ
て
名
付
け
ら
れ
た
仮
称
で
あ
る
。

総
字
数
は
百
十
七
字
。
全
て
完
簡
で
あ
る
た
め
、
通
読
で
き
る
。

最
終
簡
（
第
九
簡
）
に
は
、
墨
鉤
と
留
白
が
あ
り
、
本
篇
の
文
末

で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

陳
侃
芥
氏
は
本
篇
の
内
容
に
つ
い
て
、
「
楚
の
王
子
回
（
囲
）
と

申
公
と
が
王
位
を
争
い
、
そ
の
結
果
、
申
公
が
「
君
王
の
臣
」
と

な
る
こ
と
を
願
っ
た
」
と
説
明
し
て
い
る
が
、
実
際
は
、
楚
の
王

子
囲
（
後
の
霊
王
）
と
陳
公
子
皇
（
穿
封
戌
）
と
の
間
に
起
こ
っ

た
、
捕
隈
（
鄭
の
皇
頷
）
を
め
ぐ
る
争
い
に
関
す
る
文
献
で
あ
る
。

以
下
、
「
凡
例
」
「
原
文
」
「
釈
文
」
「
訓
読
」
「
和
釈
」
「
語
注
」

9
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【
凡
例
】

•
〈
〉
内
の
算
用
数
字
は
、
竹
簡
番
号
を
示
す
。
（
『
荘
王
既
成
』

と
の
連
番
の
た
め
、
第
四
簡
か
ら
第
九
簡
ま
で
と
な
っ
て
い
る
。
）

•
「
原
文
」
は
、
原
釈
文
の
隷
定
・
句
読
点
に
従
っ
て
い
る
。
「
釈

文
」
以
降
は
文
字
を
新
字
に
改
め
、
句
読
点
に
つ
い
て
は
筆
者

の
意
見
を
反
映
さ
せ
て
い
る
。

•
「
釈
文
」
は
、
原
釈
文
と
異
説
と
を
参
考
に
し
て
、
筆
者
が
最
終

的
に
確
定
し
た
も
の
を
掲
載
し
て
い
る
。

•
「
和
釈
」
中
の
（
）
は
、
そ
の
直
前
の
語
句
や
内
容
に
関
す
る

補
足
説
明
等
を
行
っ
た
も
の
、
〔
〕
は
、
筆
者
が
文
意
を
明
ら

か
に
す
る
た
め
に
語
句
を
補
っ
た
も
の
で
あ
る
。

•
「
語
注
」
に
は
、
紙
幅
の
都
合
上
、
筆
者
が
重
要
と
判
断
し
た
説

の
み
を
掲
載
す
る
。
諸
氏
の
説
を
提
示
す
る
際
に
は
、
そ
の
氏

名
の
み
を
掲
げ
る
。
論
文
・
札
記
の
題
目
、
掲
載
年
月
日
等
に

つ
い
て
は
、
本
稿
末
尾
の
「
参
考
文
献
」
に
列
記
し
て
い
る
。

•
「
」
」
は
墨
鉤
を
示
す
。

【
原
文
】

敗
於
析
述
、
縛
公
子
皇
音
皇
子
。
〈
4
〉
王
子
回
敗
之
緒
公
争
之
、

王
子
回
立
為
王
。
緒
公
子
皇
見
王
、
王
日
、
「
緒
公
〈
5
〉
忘
夫
析

の
順
に
掲
げ
る
。

述
之
下
虚
。
」
緒
公
日
、
「
臣
不
習
君
王
酒
為
君
、
女
臣
習
君
王
〈
6
〉

之
為
君
、
臣
酒
或
至
安
。
」
王
日
、
「
不
穀
己
芙
縛
公
、
氏
言
棄
之
、

含
日
〈
7
〉
緒
公
事
不
穀
、
必
己
氏
心
。
」
緒
公
冬
拝
、
温
含
、
「
臣

為
君
王
臣
、
君
王
李
之
〈
8
〉
死
、
不
己
晨
欽
態
、
可
敢
心
之
又
。
」

」
〈
9〉

【
釈
文
】

禦
於
棘
遂
、
陳
公
子
皇
囚
皇
子
。
王
子
囲
奪
之
、
陳
公
争
之
。

王
子
囲
立
為
王
。

陳
公
子
皇
見
王
。
王
日
、
「
陳
公
忘
夫
棘
遂
之
下
乎
。
」
陳
公
日
、

「
臣
不
知
君
王
之
将
為
君
。
如
臣
知
君
王
之
為
君
、
臣
将
有
致
焉
。
」

王
日
、
「
不
穀
以
笑
゜
陳
公
是
言
棄
之
。
今
日
陳
公
事
不
穀
、
必
以

是
心
。
」
陳
公
脆
拝
、
起
答
、
「
臣
為
君
王
臣
。
君
王
免
之
死
、
不

以
振
斧
質
。
何
憔
心
之
有
。
」

【
訓
読
】

ふ
せ

棘
遂
に
禦
が
れ
、
陳
公
子
皇
皇
子
を
囚
う
。
王
子
囲
之
を
奪

わ
ん
と
し
、
陳
公
之
を
争
う
。

王
子
囲
立
ち
て
王
と
為
る
。

も
と

陳
公
子
皇
王
に
見
ゆ
。
王
日
く
、
「
陳
公
夫
の
棘
遂
の
下
を
忘

れ
ん
か
。
」
と
。
陳
公
日
く
、
「
臣
君
王
の
将
に
君
と
為
ら
ん
と

す
る
を
知
ら
ず
。
如
し
臣
の
君
と
為
る
を
知
れ
ば
、
臣
将
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に
致
す
こ
と
有
ら
ん
。
」
と
。
王
日
く
、
「
不
穀
以
て
笑
わ
ん
。

陳
公
是
の
言
之
を
棄
て
よ
。
今
日
よ
り
陳
公
は
不
穀
に
事
う
る

に
、
必
ず
是
心
を
以
て
せ
よ
。
」
と
。
陳
公
脆
き
て
拝
し
、
起
ち

て
答
う
、
「
臣
君
王
の
臣
為
り
。
君
王
之
が
死
を
免
じ
、
以
て
斧

質
を
振
わ
ず
。
何
ぞ
廉
心
之
れ
有
ら
ん
。
」
と
。

【
和
釈
】
〔
楚
は
鄭
の
城
簗
に
進
軍
し
た
が
、
鄭
の
皇
頷
に
〕
棘
遂
で
防

御
さ
れ
た
の
で
、
陳
公
子
皇
（
穿
封
戌
）
は
皇
子
（
鄭
の
皇
頷
）

を
囚
え
た
。
〔
楚
の
〕
王
子
囲
は
こ
れ
（
皇
頷
）
を
奪
お
う
と
し
、

陳
公
子
皇
は
こ
れ
（
皇
頷
）
を
〔
王
子
囲
と
〕
争
っ
た
。

〔
六
年
後
、
〕
王
子
囲
は
立
っ
て
王
（
霊
王
）
と
な
っ
た
。

〔
さ
ら
に
七
年
後
、
〕
陳
公
子
皇
は
王
に
謁
見
し
た
。
王
は
言
っ

た
、
「
陳
公
は
あ
の
棘
遂
の
一
件
を
忘
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

な
。
」
と
。
陳
公
は
言
っ
た
、
「
臣
（
私
、
陳
公
）
は
〔
当
時
、
〕

君
王
が
国
君
と
な
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
知
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

も
し
私
が
君
王
が
国
君
に
な
る
と
知
っ
て
い
れ
ば
、
私
は
ま
さ
に

〔
あ
な
た
を
死
に
〕
至
ら
せ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
」
と
。
王
は
言
っ

た
、
「
私
は
笑
お
う
で
は
な
い
か
。
陳
公
は
こ
の
言
を
棄
て
よ
。
今

日
か
ら
陳
公
は
私
に
事
え
る
の
に
、
必
ず
良
き
心
を
も
っ
て
せ
よ
。
」

と
。
陳
公
は
脆
い
て
拝
し
、
立
っ
て
答
え
た
、
「
臣
（
私
、
陳
公
）

は
君
王
の
臣
下
で
す
。
君
王
は
こ
れ
（
私
）
の
死
を
免
じ
、
斧
質

（
刑
具
）
を
振
わ
ず
に
い
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。

の
心
が
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。
」
と
。

ど
う
し
て
不
満

【
語
注
】

(
1
)
賊
於
析
述

原
釈
文
で
は
、
「
敗
」
を
「
吾
」
と
釈
読
し
（
「
鼓
公
周
童
耳
」

（
包
山
楚
簡
•
第
一
三
四
簡
）
）
、
「
析
」
は
地
名
で
あ
り
（
「
秦
人

過
析
」
（
『
左
伝
』
偲
公
二
十
五
年
伝
）
、
「
析
、
楚
邑
、
一
名
白
羽
。
」

（
杜
預
注
）
）
、
今
の
河
南
省
内
郷
県
西
北
に
当
た
る
と
す
る
。

一
方
、
陳
偉
氏
は
「
敗
」
は
「
禦
」
と
読
む
の
で
は
な
い
か
と

指
摘
す
る
。
ま
た
、
「
析
」
は
「
枕
」
で
あ
る
と
し
、
本
篇
は
楚
の

霊
王
と
穿
封
戌
と
に
関
す
る
故
事
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
城
緊
あ
る

い
は
城
簗
一
帯
の
地
名
で
あ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
。
李
学
勤
氏

も
「
戟
」
を
「
禦
」
と
釈
読
す
る
。
何
有
祖
氏
は
「
散
」
と
隷
定

し
、
陳
剣
氏
が
『
三
徳
』
第
十
七
簡
で
「
敢
」
を
「
禁
」
と
釈
読

し
て
い
る
た
め
、
「
禁
」
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
、
「
枕
」
を
「
棘
」

と
読
み
（
「
如
矢
棘
斯
」
（
『
詩
経
』
小
雅
•
斯
幹
）
、
「
棘
…
（
中

略
）
…
『
韓
詩
』
作
肋
。
」
（
『
経
典
釈
文
』
毛
詩
音
義
）
）
、
「
述
」

は
楚
簡
中
に
「
遂
」
と
読
む
例
が
多
く
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
「
遂
」

と
釈
読
す
る
。
凡
国
棟
氏
は
、
何
有
祖
氏
に
従
い
、
「
枕
」
を
「
棘
」

と
、
「
述
」
を
「
遂
」
と
釈
読
し
、
「
棘
遂
」
と
い
う
地
名
で
あ
る

と
す
る
。
そ
し
て
、
『
左
伝
』
罷
公
十
四
年
に
「
楚
子
伐
鄭
以
救

(271) 



斉
、
門
於
東
門
、
次
於
棘
沢
。
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
鄭
の
東
門
に

あ
る
「
棘
沢
」
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
す
る
。

こ
の
箇
所
は
、
原
釈
文
の
解
釈
で
は
文
意
が
不
明
で
あ
る
。
「
敗
」

に
つ
い
て
は
、
何
有
祖
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
字
形
か
ら
「
敢
」

と
隷
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
楚
簡
中
に
は
、
「
戟
」
を
「
敢
」

と
釈
読
す
る
例
も
見
ら
れ
る
（
『
従
政
（
甲
）
』
第
十
七
簡
）
。
さ

ら
に
、
『
説
文
解
字
』
に
「
敢
、
禁
也
。
ハ
支
吾
声
。
」
、
そ
の
段

玉
裁
注
に
「
与
園
・
禦
音
同
。
…
（
中
略
）
…
則
致
為
禁
．
禦
本

字
、
禦
行
敢
而
廃
。
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
敢
」
は
「
禦
」
と
読

み
替
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
致
」
と
隷
定
し
、
「
禦
」

と
釈
読
す
る
。
『
左
伝
』
襄
公
二
十
六
年
伝
に
「
楚
子
、
秦
人
、
侵

呉
、
及
雲
婁
。
聞
呉
有
備
而
還
、
遂
侵
鄭
。
五
月
、
至
干
城
緊
°

鄭
皇
頷
戌
之
、
出
与
楚
師
戦
、
敗
。
穿
封
戌
囚
皇
頷
。
公
子
囲
与

之
争
之
。
」
と
あ
り
、
楚
が
鄭
に
侵
入
し
た
際
、
鄭
の
皇
頷
が
城
築

を
守
っ
た
と
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
禦
」
は
「
ふ
せ
ぐ
」

の
意
味
で
解
釈
す
る
。

「
析
述
」
に
つ
い
て
は
、
『
左
伝
』
襄
公
二
十
六
年
伝
の
記
述
を

踏
ま
え
る
と
、
城
簗
あ
る
い
は
そ
の
付
近
の
地
名
で
あ
る
可
能
性

が
高
い
が
、
そ
れ
に
相
当
す
る
具
体
的
な
地
名
は
未
詳
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、
何
有
祖
氏
・
凡
国
棟
氏
の
解
釈
に
従
っ
て
「
棘
遂
」

と
釈
読
す
る
。

(
2
)
緋
公
子
皇
昔
皇
子

原
釈
文
は
、
「
緒
公
」
を
「
申
公
」
と
し
て
、
春
秋
時
代
の
楚
の

屈
巫
申
に
封
じ
ら
れ
た
、
巫
臣
ま
た
は
申
公
巫
臣
（
字
は
子
霊
）

の
こ
と
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
、
「
昔
」
を
「
首
」
と
釈
読
し
、
「
皇

首
皇
子
」
は
第
一
子
の
皇
子
で
あ
る
申
公
の
こ
と
を
指
す
と
す
る
。

そ
し
て
、
申
公
は
楚
の
荘
王
・
共
王
の
時
か
ら
政
治
的
影
響
が
あ

っ
た
人
物
で
あ
り
、
本
篇
は
申
公
と
王
子
囲
と
が
王
位
を
争
っ
て

い
る
と
い
う
内
容
で
あ
る
と
述
べ
る
。

一
方
、
陳
偉
氏
は
、
「
申
」
を
「
陳
」
と
釈
読
す
る
（
郭
店
楚
簡

『
細
衣
』
第
十
九
簡
•
第
三
十
九
簡
や
、
上
博
楚
簡
『
稲
衣
』
第

十
簡
•
第
二
十
簡
に
見
え
る
「
君
陳
」
の
「
陳
」
は
「
申
」
に
従

っ
て
作
ら
れ
て
い
る
た
め
）
。
そ
し
て
、
「
陳
公
」
と
は
穿
封
戌
の

こ
と
で
あ
り
、
「
子
皇
」
の
「
皇
」
と
は
穿
封
戌
の
字
で
あ
る
と
す

る
。
さ
ら
に
、
「
皇
子
」
は
鄭
の
皇
頷
を
指
す
と
述
べ
る
。
ま
た
、

「
昔
」
は
「
止
」
で
あ
り
、
『
左
伝
』
襄
公
二
十
六
年
の
事
件
が
背

景
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
「
囚
」
で
は
な
い
か
と
推
測
す
る
。

沈
培
氏
は
「
音
」
は
「
戴
」
で
あ
り
、
「
得
」
（
捕
獲
の
意
）
と
釈

読
し
て
い
る
。

陳
偉
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
本
篇
は
『
左
伝
』
襄
公
二
十
六

年
の
事
件
に
つ
い
て
記
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
原
釈
文
は
誤
っ

た
解
釈
を
提
示
し
て
い
る
。
穿
封
戌
は
、
楚
軍
を
従
え
て
鄭
を
侵

略
し
、
城
簗
で
皇
頷
を
囚
え
た
。
そ
の
際
、
王
子
囲
（
後
の
霊
王
）

と
皇
頷
を
め
ぐ
っ
て
争
い
、
そ
の
結
果
、
穿
封
戌
が
敗
れ
、
王
子
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囲
が
捕
虜
で
あ
る
皇
頷
を
連
行
し
た
。
後
に
、
穿
封
戌
は
霊
王
に

よ
っ
て
陳
の
県
手
に
任
命
さ
れ
た
（
詳
細
は
、
第
二
章
に
て
後
述
）
。

こ
の
箇
所
は
、
陳
公
（
穿
封
戌
）
が
皇
頷
を
捕
ら
え
た
場
面
で
あ

る
た
め
、
陳
偉
氏
の
解
釈
に
従
っ
て
「
陳
公
子
皇
囚
皇
子
」
と
釈

読
し
た
。

(
3
)

王
子
回
敗
之

「
王
子
回
」
と
は
「
王
子
囲
」
、
す
な
わ
ち
春
秋
時
代
の
楚
の
王

で
あ
る
霊
王
を
指
す
。
楚
の
共
王
の
次
子
で
、
康
王
の
弟
。
『
史
記
』

楚
世
家
に
よ
る
と
、
王
子
囲
は
王
に
即
位
し
た
後
に
諸
侯
の
兵
力

を
も
っ
て
呉
を
攻
め
、
朱
方
を
破
り
、
斉
の
疫
封
を
殺
し
、
後
に

陳
．
察
を
滅
ぼ
し
た
。
ま
た
、
徐
を
攻
め
て
呉
を
脅
し
、
人
々
は

夫
役
に
苦
し
ん
だ
。
公
子
比
や
公
子
棄
疾
ら
は
太
子
禄
を
攻
め
殺

し
、
公
子
比
を
立
て
て
王
と
し
た
た
め
、
霊
王
の
軍
は
動
揺
し
、

戦
わ
な
い
う
ち
に
破
れ
た
。
そ
し
て
、
霊
王
は
乾
締
よ
り
西
に
逃

げ
、
芋
手
の
申
該
の
家
で
死
亡
し
た
。
在
位
、
前
五
四

O
S
前
五

二
九
。「
敗
」
に
つ
い
て
は
、
原
釈
文
は
「
奪
」
と
釈
読
し
（
「
強
取
也
。
」

（
『
説
文
解
字
』
支
部
）
、
「
此
是
争
敗
正
字
、
後
人
段
「
奪
」
行

而
「
敗
」
廃
。
」
（
段
玉
裁
注
）
）
、
「
奪
之
」
と
は
楚
の
国
君
の
位

を
奪
い
取
っ
た
こ
と
を
指
す
と
す
る
。

「
敗
」
を
「
奪
」
と
釈
読
す
る
こ
と
に
は
従
う
が
、
こ
の
箇
所

は
、
王
位
の
争
奪
で
は
な
く
、
王
子
囲
（
霊
王
）
と
陳
公
（
穿

封
戌
）
と
に
よ
る
皇
頷
（
捕
虜
）
の
争
奪
に
つ
い
て

る
こ
と
か
ら
、
原
釈
文
の
解
釈
に
は
従
わ
な
い
。

(
4
)
縛
公
子
皇
見
王

原
釈
文
は
、
「
皇
」
を
「
樫
」
と
釈
読
し
、
憂
い
恐
れ
る
の
意
で

あ
る
と
す
る
（
「
恨
、
恐
也
。
凡
心
、
皇
声
。
」
（
『
説
文
解
字
』
心

部
）
、
「
惜
、
憚
也
。
」
（
『
広
雅
』
釈
詰
）
）
。
し
か
し
、
前
述
の
通

り
、
こ
れ
は
「
陳
公
子
皇
」
と
い
う
人
名
で
あ
る
た
め
、
原
釈
文

の
解
釈
に
は
従
わ
な
い
。

(
5
)
緋
公
忘
夫
析
述
之
下
虚

「
析
述
」
は
、
前
述
の
通
り
、
「
棘
遂
」
（
地
名
）
と
釈
読
す
る
。

こ
こ
で
の
「
下
」
と
は
、
棘
遂
の
一
件
の
こ
と
を
指
す
と
推
測
さ

れ
る
。
(
6
)
臣
埴
或
至
安

原
釈
文
は
、
「
或
」
は
未
定
の
辞
（
「
殷
其
弗
或
乱
正
四
方
。
」
（
『
書

経
』
微
子
）
、
「
或
者
、
不
定
之
辞
。
」
（
孔
穎
達
疏
）
、
「
或
言
二
百

余
歳
」
（
『
史
記
』
老
荘
申
韓
列
伝
）
、
「
或
、
疑
辞
也
。
」
（
『
史
記

正
義
』
）
）
、
「
至
安
」
は
「
致
焉
」
（
音
通
）
で
あ
る
と
し
て
、
「
臣

将
或
致
焉
」
と
釈
読
す
る
。

一
方
、
陳
偉
氏
は
、
「
或
」
を
「
有
」
、
「
至
安
」
を
「
致
焉
」

と
釈
読
し
、
「
臣
将
有
致
焉
」
と
す
る
。
そ
し
て
、
「
致
」
と
は
『
左

伝
』
昭
公
八
年
伝
の
記
述
（
「
若
知
君
之
及
此
、
臣
必
致
死
礼
以
息

楚
。
」
）
に
あ
る
「
致
死
」
の
意
味
で
あ
る
と
述
べ
る
。

か
れ
て
い
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こ
の
箇
所
に
つ
い
て
は
、
『
左
伝
』
昭
公
八
年
伝
に
、
「
使
穿
封

戌
為
陳
公
日
、
「
城
簗
之
役
不
餡
。
」
侍
飲
酒
於
王
。
王
日
、
「
城

簗
之
役
、
女
知
寡
人
之
及
此
、
女
其
辟
寡
人
乎
。
」
対
日
、
「
若
知

君
之
及
此
、
臣
必
致
死
礼
以
息
楚
。
」
」
と
あ
り
、
本
篇
は
こ
れ
に

関
連
す
る
事
柄
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
陳
偉
氏
の
解
釈
に
従
っ
て
「
臣

将
有
致
焉
」
と
釈
読
す
る
。

(
7
)

氏
言
棄
之

原
釈
文
は
、
「
氏
」
と
「
是
」
と
は
音
通
す
る
こ
と
か
ら
、
「
氏

言
」
を
「
是
言
」
と
釈
読
す
る
（
「
氏
、
段
借
為
是
。
」
（
『
説
文
通

訓
定
声
』
）
）
。
ま
た
、
「
棄
之
」
は
、
廃
す
る
の
意
で
あ
る
と
す
る

（
「
水
官
棄
突
。
」
（
『
左
伝
』
昭
公
二
十
九
年
伝
）
、
「
棄
、
廃
也
。
」

（
杜
預
注
）
、
「
棄
稜
弗
務
。
」
（
『
国
語
』
周
語
上
）
、
「
棄
、
廃
也
。
」

（
尊
昭
注
）
）
。
こ
の
解
釈
に
従
う
。

(
8
)
必
己
氏
心

原
釈
文
は
、
「
氏
心
」
を
「
是
心
」
と
釈
読
し
、
良
き
心
の
意
で

あ
る
と
す
る
（
「
其
所
是
焉
誠
美
。
」
（
『
荀
子
』
富
国
）
、
「
是
、
善

也
。
」
（
楊
僚
注
）
）
。
「
氏
」
と
「
是
」
と
は
音
通
す
る
こ
と
か
ら
、

こ
の
解
釈
に
従
う
。

(
9
)
緒
公
名
拝

原
釈
文
は
、
「
冬
」
を
「
坐
」
と
釈
読
す
る
（
「
先
生
書
策
琴
悲

在
前
、
坐
而
遷
之
。
」
（
『
礼
記
』
曲
礼
）
、
「
坐
、
通
名
脆
゜
脆
名

不
通
坐
也
。
」
（
孔
穎
達
疏
）
）
。
そ
し
て
、
「
拝
」
は
、
「
脆
」
の

で
あ
る
と
す
る
（
「
脆
、
拝
也
。
凡
足
、
危
声
。
」
（
『
説
文
解
字
』

足
部
）
。一
方
、
陳
偉
氏
は
、
「
冬
」
は
「
危
」
と
釈
読
で
き
、
「
脆
」
の

本
字
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。

陳
偉
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
冬
」
は
楚
系
文
字
上
で
「
危
」

と
釈
読
で
き
る
字
形
で
あ
る
か
ら
、
「
陳
公
脆
拝
」
と
釈
読
す
る
。

(10)

不
己
晨
欽
堂

原
釈
文
は
、
「
不
以
辰
扶
歩
」
と
釈
読
と
す
る
。
「
欽
」
は
「
鉄
」

の
仮
字
で
あ
り
、
「
扶
」
で
あ
る
と
す
る
（
「
扶
、
左
也
。
駄
手
、

夫
声
。
」
（
『
説
文
解
字
』
手
部
）
）
。
「
態
」
は
包
山
楚
簡
で
「
歩
」

と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
「
歩
」
と
し
（
「
歩
、
行
也
。
」
（
『
説

文
解
字
』
止
部
）
）
、
「
扶
歩
」
と
は
「
扶
行
」
の
こ
と
で
あ
る
と

述
べ
る
。
一
方
、
陳
偉
氏
は
、
「
晨
」
は
「
辱
」
の
誤
写
で
、
謙
譲
の
言
葉

で
は
な
い
か
と
指
摘
す
る
。
「
欽
」
に
つ
い
て
は
「
斧
」
も
し
く
は

「
鉄
」
と
、
「
痙
」
に
つ
い
て
は
上
博
楚
簡
『
周
易
』
第
四
簡
と
上

博
楚
簡
『
慎
子
日
恭
倹
』
第
一
簡
に
見
え
る
字
で
あ
る
こ
と
を
指

摘
し
て
、
「
質
」
と
釈
読
す
る
。
「
斧
質
」
「
鉄
質
」
と
は
、
古
代

の
刑
具
を
指
す
。
何
有
祖
氏
も
陳
偉
氏
の
解
釈
に
従
い
、
「
斧
質
」

と
釈
読
し
、
さ
ら
に
「
質
」
は
「
鑽
」
で
あ
る
可
能
性
も
指
摘
す

る
。
「
斧
鑽
」
と
は
、
斧
と
枕
木
の
こ
と
で
、
刑
が
執
行
さ
れ
る
時

に
人
を
枕
木
の
上
に
乗
せ
、
斧
で
切
り
落
と
す
と
い
う
古
代
の
刑
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具
で
あ
る
（
「
寡
君
是
事
畢
突
、
嬰
無
斧
鑽
之
罪
、
請
辞
而
行
。
」

（
『
晏
子
春
秋
』
問
下
）
、
「
執
与
身
伏
質
、
妻
子
為
数
乎
。
」
（
『
漢

書
』
項
籍
伝
）
、
「
質
謂
鑽
也
。
古
者
斬
人
、
加
於
錯
上
而
研
之
也
。
」

（
顔
師
古
注
）
）
。
ま
た
、
「
晨
」
は
「
震
」
あ
る
い
は
「
振
」
と

読
め
る
こ
と
を
指
摘
す
る
（
「
夫
兵
戦
而
時
動
、
動
則
威
。
観
則
玩
、

玩
則
無
震
。
」
（
『
国
語
』
周
語
下
）
、
「
震
、
振
也
、
興
也
。
」
（
王

引
之
『
経
義
述
聞
』
国
語
下
）
）
。
そ
し
て
、
「
震
斧
鑽
」
と
は
陳

公
に
対
し
て
斧
鑽
の
刑
を
施
す
こ
と
に
よ
っ
て
威
勢
を
振
る
う
、

と
い
う
意
味
で
あ
る
と
す
る
。
楊
沢
生
氏
は
、
「
唇
斧
鑽
」
の
主
語

は
「
臣
」
（
陳
公
）
で
あ
る
か
ら
、
お
そ
ら
く
「
伏
」
の
字
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
と
指
摘
す
る
（
「
遂
伏
斧
鎮
、
日
、
命
在
君
。
」
（
『
韓

詩
外
伝
』
）
）
。
金
克
冗
氏
は
、
「
唇
」
と
隷
定
し
、
「
抵
斧
絨
之
罪
」

と
い
う
語
が
伝
世
文
献
に
見
え
る
こ
と
か
ら
、
「
抵
」
と
釈
読
し
（
「
臣

不
倭
、
不
能
奉
承
先
王
之
教
、
以
順
左
右
之
心
、
恐
抵
斧
絨
之
罪
、

以
傷
先
王
之
明
、
而
又
害
於
足
下
之
義
、
故
遁
逃
奔
趙
。
」
『
戦
国

策
』
燕
策
）
、
「
伏
」
の
よ
う
な
意
味
で
あ
る
と
し
て
、
こ
の
句
の

主
語
を
「
君
王
」
（
す
な
わ
ち
霊
王
）
と
解
釈
す
る
。

原
釈
文
の
解
釈
で
は
、
文
意
が
不
明
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
何

有
祖
氏
に
従
っ
て
「
晨
」
を
「
振
」
と
、
陳
偉
氏
・
何
有
祖
氏
に

従
っ
て
「
欽
態
」
を
「
斧
質
（
鑽
）
」
（
腰
切
り
・
銅
切
り
を
す
る

た
め
の
刑
具
）
と
釈
読
し
、
「
不
以
振
斧
質
（
鎖
）
」
と
は
霊
王
が

穿
封
戌
に
対
し
て
斧
質
（
刑
具
）
を
振
る
わ
な
か
っ
た
（
処
罰
し

な
か
っ
た
）
、
と
解
釈
す
る
。

(11)

可
敢
心
之
又
」

原
釈
文
は
、
「
何
敢
心
是
有
」
と
し
て
、
「
ど
う
し
て
敢
え
て
不

善
の
心
が
あ
ろ
う
か
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
解
釈
す
る
。

一
方
、
祁
士
宏
氏
は
、
「
敢
」
は
「
侵
犯
」
「
冒
犯
」
の
意
（
「
敢
、

犯
也
。
」
（
『
広
雅
』
釈
詰
）
）
、
あ
る
い
は
「
険
」
と
読
ん
で
、
「
険

心
」
（
陰
険
な
下
心
）
を
指
す
の
で
は
な
い
か
と
述
べ
る
。
李
学
勤

氏
は
、
「
何
敢
心
之
有
」
の
「
心
」
と
は
、
争
奪
の
心
か
、
あ
る
い

は
「
心
」
の
上
に
脱
字
が
一
字
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
指
摘
す
る
。

楊
沢
生
氏
は
、
「
敢
」
と
「
憔
」
と
が
音
通
す
る
こ
と
か
ら
、
「
憬
」

と
読
む
べ
き
で
は
な
い
か
と
す
る
。
「
憔
」
と
は
不
満
の
意
味
で
あ

り
、
「
憬
心
」
と
は
満
足
し
て
い
な
い
心
の
こ
と
を
指
す
（
「
曽
子

日
、
「
晋
楚
之
富
、
不
可
及
也
。
彼
以
其
富
、
我
以
吾
仁
。
彼
以
其

爵
、
我
以
吾
義
、
吾
何
憔
乎
哉
。
」
（
『
孟
子
』
公
孫
丑
下
）
、
「
憔
、

少
也
。
」
（
趙
岐
注
）
）
。

こ
こ
で
は
、
穿
封
戌
が
霊
王
の
許
し
を
得
た
こ
と
に
対
す
る
穿

封
戌
の
発
言
箇
所
で
あ
り
、
「
敢
」
と
「
憬
」
と
が
音
通
す
る
こ
と

か
ら
、
楊
沢
生
氏
の
解
釈
に
従
っ
て
「
何
敢
心
之
有
」
と
釈
読
し

た。

「
」
」
は
、
文
末
を
示
す
墨
鉤
。
下
に
留
白
が
あ
る
た
め
、
篇

末
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

(275) 



楚焉手手為子囚②：戌鄭有① ＾ =;J 
人ご也日王也ご正：囚皇備楚襄 左
以戌 ゜‘子 ‘ 乃 於ミ，：皇頷而子、公一 伝
皇怒誰五囲其立伯：聰戌還 — 呈
頷、獲 ‘何州：之‘秦十
帰 子子寡不閂摯：公、遂人六
抽 ~o 為君知伯。子出侵、年
文囚穿之 ._o州伯囲与麗侵伝
逐封 与楚呉-
王日戌貴上摩!'Ii 之師五、一
子‘。介其日摯争戦月及前
--, 弟手‘日 、 五

囲頷方也日~'吝‘至零婁 四
‘遇城。、所— 敗干 七
弗王外'-~ 争請 °城簗 ゜L__l
及子之下夫‘問 穿聞
° 弱県其子君於 封° 呉

之皇区禦］ 冨‘囚
陳皇於 公
公子棘 臣
争゜遂 奎平

之王‘ 王
゜子陳 "= 
囲公
奪子

二
、
全
体
構
造

本
篇
は
見
、
短
い
文
献
で
あ
る
が
、
本
篇
を
理
解
す
る
た
め

に
は
、
そ
の
背
景
を
お
さ
え
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
本
篇
は
、
『
左

伝
』
と
対
照
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
全
体
像
が
見
え
る
文
献

で
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
、
『
左
伝
』
と
の
対
照
表
に
よ
っ
て
、
本

篇
の
内
容
と
そ
の
全
体
構
造
を
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。

【
対
照
表
】

（
昭
公
元
年
伝
）

H
即
五
四
―
]

③
冬
、
楚
公
子
囲
将
聘
干
鄭
。
伍
挙
為
介
。

未
出
党
、
聞
王
有
疾
而
還
、
伍
挙
遂
聘
。

十
一
月
己
酉
、
公
子
囲
至
、
入
問
王
疾
、

絵
而
試
之
、
遂
殺
其
二
子
幕
及
平
夏
。
右

手
子
干
出
奔
晋
、
宮
厩
手
子
哲
出
奔
鄭
゜

殺
大
宰
伯
州
梨
干
郎
、
葬
王
干
郊
、
謂
之

郷
敷
。
使
赴
干
鄭
。
伍
挙
問
応
為
後
之
辞

焉
。
対
日
、
「
寡
大
夫
囲
。
」
伍
挙
更
之
日
、

「
共
王
之
子
囲
為
長
。
」
（
…
中
略
…
）
楚
霊
国
王
子
囲
立
為
王
。

王
即
位
、
蓬
罷
為
令
手
、
蓮
啓
橿
為
大
宰
。

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

 

（
昭
公
八
年
伝
）

B
即
五
三
四
]

④
使
穿
封
戌
為
陳
公
日
、
「
城
築
之
役
不
同
顎
公
子
皇
見
王
。
王

餡
。
」
侍
飲
酒
於
王
。
王
日
、
「
城
簗
之
役
、
日
、
「
陳
公
忘
夫
棘
遂

女
知
寡
人
之
及
此
、
女
其
辟
寡
人
乎
。
」
之
下
乎
。
」
陳
公
日
、
「
臣

対
日
、
「
若
知
君
之
及
此
、
臣
必
致
死
礼
不
知
君
王
之
将
為
君
。

以

息

楚

。

」

如

臣

知

君

王

之

為

君

、
臣
将
有
致
焉
。
」

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

 

国
王
日
、
「
不
穀
以
笑
゜

陳
公
是
言
棄
之
。
今
日

陳
公
事
不
穀
、
必
以
是

心
。
」
陳
公
脆
拝
、
起

答
、
「
臣
為
君
王
臣
。

君
王
免
之
死
、
不
以
振

斧
質
。
何
憔
心
之
有
。
」
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ま
ず
、
①

S
④
の
内
容
を
確
認
し
よ
う
。

①
楚
子
（
楚
の
康
王
）
と
秦
人
が
呉
を
攻
め
よ
う
と
し
て
響
婁

に
行
っ
た
が
、
呉
に
は
固
い
備
え
が
あ
る
と
聞
い
て
引
き
返
し
、

鄭
を
攻
め
た
。
五
月
に
鄭
の
城
稟
に
進
軍
し
た
と
こ
ろ
、
鄭
の
大

夫
で
あ
る
皇
頷
が
そ
こ
を
守
っ
て
い
た
。
皇
頷
は
自
ら
出
向
い
て

楚
軍
と
戦
う
も
、
敗
北
。
皇
頷
は
楚
の
穿
封
戌
に
よ
っ
て
捕
ら
え

ら
れ
る
が
、
皇
頷
を
め
ぐ
っ
て
穿
封
戌
と
楚
の
王
子
囲
（
後
の
霊

王
）
と
が
争
う
こ
と
と
な
る
。

そ
こ
で
、
②
伯
州
摯
は
、
捕
虜
で
あ
る
皇
頷
を
証
人
と
し
て
立

た
せ
た
。
伯
州
摯
は
皇
頷
に
、
「
争
っ
て
い
る
ど
ち
ら
も
君
子
で
あ

り
、
そ
れ
を
ど
う
し
て
知
ら
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
」
と
言
い
、

手
を
上
に
上
げ
て
「
あ
の
方
は
王
子
囲
で
あ
り
、
王
（
康
王
）
の

弟
君
で
あ
る
。
」
と
、
手
を
下
に
下
げ
て
「
こ
ち
ら
は
穿
封
戌
で
あ

り
、
方
城
外
の
県
手
で
あ
る
。
ど
ち
ら
が
お
前
を
捕
ら
え
た
の
か
。
」

と
言
っ
た
。
す
る
と
皇
頷
は
、
「
自
分
は
王
子
囲
に
会
っ
て
捕
ら
え

ら
れ
た
」
と
述
べ
た
。
穿
封
戌
は
立
腹
し
、
文
を
抜
い
て
王
子
囲

を
追
い
か
け
た
が
、
追
い
つ
か
な
か
っ
た
。
そ
う
し
て
楚
人
は
皇

頷
を
連
れ
帰
っ
た
。

③
は
、
①
・
②
の
六
年
後
の
こ
と
で
あ
る
。
冬
‘
楚
の
王
子
囲

は
鄭
を
聘
問
し
よ
う
と
し
、
伍
挙
は
そ
の
補
佐
を
し
た
。
そ
し
て
、

ま
だ
国
境
を
出
な
い
う
ち
に
楚
王
が
病
気
に
な
っ
た
と
聞
い
て
王

子
囲
は
引
き
返
し
、
伍
挙
は
そ
の
ま
ま
鄭
を
聘
問
し
た
。
十
一
月

己
酉
の
日
、
王
子
囲
は
王
宮
に
戻
り
、
病
気
に
つ
い
て
問
う
ふ
り

を
し
て
王
の
首
を
絞
め
て
殺
し
、
王
の
二
子
で
あ
る
幕
と
平
夏
を

も
殺
害
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
右
手
の
子
干
（
公
子
比
）
は
晋
に

出
奔
、
宮
厩
手
の
子
哲
（
公
子
黒
肱
）
も
鄭
に
出
奔
し
た
。
王
子

囲
は
さ
ら
に
太
宰
の
伯
州
摯
を
郷
で
殺
害
し
、
楚
王
の
亡
骸
を
郷

に
埋
葬
し
て
郊
敷
と
名
付
け
た
。
王
の
死
を
鄭
に
告
げ
さ
せ
る
と
、

鄭
に
使
い
に
行
っ
て
い
た
伍
挙
が
使
者
に
対
し
て
、
後
継
者
の
名

を
尋
ね
た
。
す
る
と
使
者
は
「
寡
大
夫
囲
」
と
答
え
た
た
め
、
伍

挙
は
そ
れ
を
改
め
て
「
共
王
の
子
の
囲
が
年
長
で
あ
る
」
と
言
っ

た。
そ
し
て
、
つ
い
に
王
子
囲
が
楚
の
霊
王
と
し
て
即
位
し
、
蓮
罷

を
令
手
に
、
蓮
啓
彊
を
太
宰
に
任
命
し
た
。

④
は
、
さ
ら
に
そ
の
七
年
後
の
出
来
事
で
あ
る
。
楚
の
霊
王
は

穿
封
戌
を
陳
の
県
手
に
任
命
し
、
「
お
前
は
城
簗
の
役
の
時
に
餡
わ

な
か
っ
た
」
と
言
っ
た
。
そ
し
て
、
酒
宴
が
開
か
れ
、
霊
王
が
穿

封
戌
に
対
し
て
「
城
漿
の
役
の
時
、
私
が
王
と
な
る
こ
と
を
知
っ

て
い
れ
ば
、
お
前
は
私
に
功
績
を
譲
っ
た
で
あ
ろ
う
。
」
と
言
う
と
、

穿
封
戌
は
「
も
し
わ
が
君
が
今
日
の
よ
う
に
な
る
と
知
っ
て
い
れ

ば
、
私
は
必
ず
王
を
死
に
至
ら
せ
、
礼
を
守
っ
て
楚
の
国
を
安
定

さ
せ
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
」
と
答
え
た
。

以
上
が
『
左
伝
』
に
記
載
さ
れ
て
い
る
内
容
で
あ
る
。
で
は
、

『
左
伝
』
と
『
申
公
臣
霊
王
』
と
の
相
違
点
は
ど
の
よ
う
な
も
の
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で
あ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
『
申
公
臣
霊
王
』
で
は
‘
囚
の
よ
う
に
、
冒
頭
に
王
子
囲

（
霊
王
）
と
陳
公
（
穿
封
戌
）
と
が
捕
虜
で
あ
る
皇
子
（
皇
頷
）

を
め
ぐ
っ
て
争
っ
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
詳
細
は

書
か
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
楚
に
お
い
て
常
識
的
な
話
、
す
な
わ

ち
読
者
に
共
有
さ
れ
て
い
た
著
名
な
話
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
本
篇
で
は
捕
虜
の
皇
頷
の
そ
の
後
に
つ
い
て
も
書
か
れ
て

お
ら
ず
、
こ
れ
も
周
知
の
事
実
で
あ
っ
た
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

捕
虜
と
な
っ
た
皇
頷
の
争
奪
を
行
っ
た
地
に
つ
い
て
は
、
『
左
伝
』

で
は
「
城
稟
」
と
な
っ
て
お
り
、
本
篇
で
は
「
棘
遂
」
と
な
っ
て

い
る
。
語
注
(
1
)
で
示
し
た
よ
う
に
、
「
棘
遂
」
は
城
築
あ
る
い

は
そ
の
付
近
の
地
名
と
考
え
ら
れ
る
が
、
「
棘
沢
」
で
あ
る
と
可
能

性
も
あ
る
。
『
左
伝
』
襄
公
二
十
四
年
伝
に
は
、
「
冬
、
楚
子
伐
鄭

以
救
斉
、
門
干
東
門
。
次
干
棘
沢
。
諸
侯
還
救
鄭
。
」
と
あ
り
、
楚

軍
が
鄭
の
東
門
を
攻
め
、
鄭
の
棘
沢
に
軍
を
留
め
た
と
い
う
事
件

が
記
さ
れ
て
い
る
。
棘
沢
の
事
件
が
襄
公
二
十
四
年
、
城
緊
の
事

件
が
襄
公
二
十
六
年
で
あ
り
、
年
代
と
場
所
と
が
接
近
し
て
い
る

た
め
に
混
同
し
て
書
か
れ
た
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

固
に
つ
い
て
は
、
王
子
囲
が
王
に
即
位
し
た
と
い
う
極
め
て
簡

潔
な
記
載
の
み
で
、
③
の
よ
う
な
詳
細
は
一
切
書
か
れ
て
い
な
い
。

④
で
は
、
穿
封
戌
は
霊
王
に
餡
わ
な
い
と
い
う
、
一
貫
し
た
態

度
を
示
し
て
い
る
。
穿
封
戌
は
、
霊
王
が
王
と
な
る
の
を
知
っ
て

い
れ
ば
、
城
塵
の
事
件
の
時
に
霊
王
を
死
に
至
ら
せ
、
楚
の
国
を

安
定
さ
せ
た
と
い
う
過
激
な
発
言
を
す
る
。
回
に
お
い
て
も
、
穿

封
戌
は
霊
王
に
対
し
て
④
と
同
様
の
発
言
を
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

『
左
伝
』
の
記
述
は
こ
こ
で
終
わ
り
、
そ
の
結
末
は
書
か
れ
て
い

な
い
の
に
対
し
、
『
申
公
臣
霊
王
』
で
は
、
霊
王
の
反
応
と
そ
れ
に

対
す
る
穿
封
戌
の
発
言
が
記
さ
れ
て
い
る
。

⑫
に
お
い
て
霊
王
は
、
過
去
の
出
来
事
は
笑
っ
て
水
に
流
そ
う

と
穿
封
戌
を
な
だ
め
て
、
良
き
臣
下
と
し
て
仕
え
る
よ
う
に
促
す
。

す
な
わ
ち
、
寛
大
な
態
度
で
接
す
る
霊
王
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
を
聞
い
た
穿
封
戌
は
態
度
を
翻
し
、

自
身
に
対
し
て
刑
罰
を
下
さ
な
か
っ
た
霊
王
の
臣
下
と
な
る
こ
と

を
表
明
す
る
。
つ
ま
り
、
⑰
で
は
霊
王
と
穿
封
戌
と
が
和
解
す
る

場
面
が
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
本
篇
の
特
色
で
あ

る
と
言
え
よ
う
。

以
上
、
本
篇
の
内
容
と
、
そ
の
全
体
構
造
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

本
篇
の
前
半
部
分
に
つ
い
て
は
、
霊
王
と
穿
封
戌
と
に
関
す
る
事

柄
に
つ
い
て
極
め
て
簡
潔
に
記
載
さ
れ
て
い
た
。
詳
細
を
省
略
し

て
い
る
の
は
、
本
篇
が
楚
の
人
の
手
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
楚
の
在

地
性
文
献
で
あ
り
、
読
者
に
と
っ
て
周
知
の
事
実
で
あ
っ
た
か
ら

で
あ
ろ
う
（
注
2
)
。
ま
た
、
本
篇
の
後
半
部
分
に
は
、
伝
世
文
献
に

は
描
か
れ
て
い
な
い
霊
王
と
穿
封
戌
と
の
問
答
が
記
さ
れ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
本
篇
は
、
霊
王
と
穿
封
戌
と
の
関
係
を
映
し
出
す
、
重
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(
1
)
上
博
楚
簡
の
書
写
年
代
に
つ
い
て
は
、
周
知
の
通
り
、

土
六
五
年
前
と
い
う
中
国
科
学
院
上
海
原
子
核
研
究
所
の
炭
素
十
四

の
測
定
値
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
（
「
馬
承
源
先
生
談
上
海
簡
」
、
『
上
博

館
蔵
戦
国
楚
竹
書
研
究
』
、
上
海
書
店
出
版
社
、
二

0
0
二
年
）
。
一

九
五

0
年
を
定
点
と
す
る
国
際
基
準
に
従
え
ば
、
前
三

0
八
土
六
五

年
、
す
な
わ
ち
前
三
七
三
年
か
ら
前
二
四
三
年
と
な
り
、
下
限
は
秦

の
将
軍
白
起
が
郡
を
占
領
し
た
前
二
七
八
年
と
な
る
可
能
性
が
高
い

こ
と
か
ら
、
書
写
年
代
は
前
三
七
三
年
か
ら
前
二
七
八
年
の
間
と
推

定
さ
れ
る
。

(
2
)
な
お
、
二

O
O九
年
八
月
現
在
ま
で
に
公
開
さ
れ
た
上
博
楚
簡
中

の
楚
の
在
地
性
文
献
は
、
『
昭
王
毀
室
』
『
昭
王
与
艇
之
肌
』
『
束
大
王

泊
旱
』
『
荘
王
既
成
』
『
申
公
臣
霊
王
』
『
平
王
問
鄭
寿
』
『
平
王
与
王

子
木
』
『
鄭
子
家
喪
』
『
君
人
者
何
必
安
哉
』
の
九
篇
で
あ
る
。

【
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。
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。
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•
李
学
勤
「
読
上
博
簡
《
荘
王
既
成
》
両
章
筆
記
」
、
二

0
0
七
年
七
月
十

六
日
。

圃
「
簡
吊
研
究
」

(http://www.jianbo.or
廻）

•
張
崇
礼
「
読
《
荘
王
既
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申
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臣
霊
王
》
剤
記
」
、
二

0
0
七
年
八
月

七
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。

●
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復
旦
大
学
出
土
文
献
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研
究
中
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」

(http://www.guwenzi. c
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•
金
克
冗
「
関
於
《
上
博
六
•
申
公
臣
霊
王
》
”
不
以
斧
唇
質
”
的
猜
想
」
、

二
0
0
八
年
一
月
十
四
日
。

[
付
記
]
本
稿
は
、
平
成
二
十
一
年
度
日
本
学
術
振
興
会
・
科
学
研
究
費
補

助
金
（
特
別
研
究
員
奨
励
費
）
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。
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